
 

 

令和５年度介護支援専門員再研修実施要領 

 

 

１  目   的 

   介護支援専門員として実務についていない者又は実務から離れている者が実務に就く際に、介護

支援専門員としての必要な知識及び技能を再習得することを目的とする。 

 

２ 実 施 主 体       

宮城県が特定非営利活動法人宮城県ケアマネジャー協会と委託契約を結んで実施する。 

 

３ 対 象 者 

  ①介護支援専門員として都道府県知事の登録を受けた者であり、登録後５年以上実務に従事し

たことがない者又は実務経験はあるがその後５年以上実務に従事していない者で、今後新た

に介護支援専門員証の交付を受けようとする者 

②実務経験はあるが、その後実務に従事する予定がないとして更新を行わなかった者等で、実

務経験後５年を経過する前に再度実務に従事するため介護支援専門員証の交付を受けよう

とする者 

  ※介護支援専門員実務研修修了後相当の期間を経過した者も本研修の対象となります。 

 

４ 研 修 内 容  別紙「カリキュラム」参照 

 

５ 日程・会場 別紙「日程表」参照   ※原則リモート受講 

 

６ 定   員  １００人程度 

 

７ 申 し 込 み   

宮城県ケアマネジャー協会のホームページ（http://www.mcma.or.jp/）から申込願います。 

 

８ 申 込 期 間 令和５年８月１０日（木）から９月１５日（金）まで 

 

 

 

 



 

 

 

９ 受 講 決 定       

申込内容を確認の上、受講決定者には、宮城県ケアマネジャー協会から受講決定通知を送付しま

す。また、定員を超過する場合には調整をさせていただくことがありますのでご了承願います。 

 

１０ 受 講 料 ３１，５００円 

＊お支払方法等は受講決定通知と合わせてご連絡いたします。受講開始後の払い

戻しはできません。 

 

１１ 提出課題等  受講決定者に別途連絡します。 

 

１２ 修了証明書   

最終日に修了証明書を交付（会場は手渡し、リモート受講は後日郵送）します。必要時間数に

満たない場合は交付できません。 

    ＊修了証の再交付はできません。保管にご注意ください。 

 

１３ 問い合わせ   

    〇再研修に関すること 

特定非営利活動法人 宮城県ケアマネジャー協会 

           ＴＥＬ ０２２－７１６－０７１６ 

＊月～木曜日 午前１０時００分～午後５時００分 

 

    〇その他（介護支援専門員資質向上事業、登録の変更等について） 

      宮城県保健福祉部 長寿社会政策課 地域包括ケア推進班 

ホームページ https://www.pref.miyagi.jp/site/keamane/ 

ＴＥＬ ０２２－２１１－２５５２ 

＊月～金曜日 午前８時３０分～午後５時１５分 


